
 岡⼭地⽅法務局本局では、令和７年７⽉２２⽇から新庁舎で業務
を開始したことに伴い、駐⾞場の拡張⼯事を実施しています。
 そのため、新庁舎敷地内は限られた駐⾞台数となりますので、⼯
事期間中の御来庁の際は、公共交通機関等の利⽤を御検討いただき
ますようお願いいたします。
 なお、お⾞でお越しの際は、法務局敷地外駐⾞場（第３・第４駐
⾞場）を積極的に御利⽤ください。
 来庁者の皆様には、⼤変な御不便をお掛けし申し訳ございません
が、御理解、御協⼒をよろしくお願いいたします。

岡⼭地⽅法務局本局新庁舎の駐⾞場拡張⼯事を実施しています

【お問合せ先】岡⼭地⽅法務局会計課施設係 電話 ０８６－２２４－６１２８（直通）

⼯事予定期間
令和７年７⽉下旬〜令和８年７⽉末（予定）

ＪＲ岡⼭駅から［跨線橋東］経由各⽅⾯

⾏きバスで「跨線橋東」下⾞、徒歩５分 柳川電停から徒歩１５分
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法務局第３駐⾞場及び第４駐⾞場の御案内

法務局構内駐⾞場

(１６台→６台)

法務局第３駐⾞場

(10台)

法務局第４駐⾞場

(10台)

岡⼭市⽴岡⼭後楽館

中学校・⾼等学校

岡⼭法務総合庁舎

国道５３号線⾄ 岡⼭駅 ⾄ 後楽園

岡⼭市南⽅岡⼭

中央認定こども園

南⽅北公園

岡⼭地⽅法務局

⼯事中

第４駐⾞場については、住宅地内にありますので、

「前向き駐⾞」・「アイドリングストップ」

による排気ガス防⽌に御協⼒をお願いします。

「前向き駐⾞」

「アイドリングストップ」

をお願いします。


